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審査請求人が$平成２２年１月２０日付けで提起した審査請求について、次
のとおり裁決する。

， 主 ． 文 ” ．
‘：｜■■が､審査請求人に対し、平成2’1年１２月１１日付け■
■■■■で通知した費用徴収決定処分を取り消す。
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蝉
■という｡)の就職のための研修期間における就労収入を申告しなかった〈_：ことから､請求人世帯ほ生活保護費を不正に受給したと判断し､請求人に
対し法第７８条の規定を適用して本件処分を行ったものである。Ｐ ． ！ ．

届:腰鬘瀦灌鑿蓋繍菫慨： しかし、請求人は、

１旨の説明を受けてお：また､請求人は､処分庁に対:し､■■が就労のための研修を受けていることは申告していたことからして､請求人は､■■に収入があることを知．；
’一りながら、これをことさら隠していたとは認めがたく、請求人が「故意」

に■■の就労収入について申告しなかったわけではないことは明らかであ
る。したがって、本件処分ば法第７８条の規定の適用要件を欠き、違法

： で あ る ｡
1‘第２当庁の認定事実及び判断！ ’ 認 定 事 実

（１）処分庁は、平成２０年８月１４日付けで、法第２４条第１項の規定に
より請求人及び請求人の■■(以下｢■｣という｡）を同一世帯とする
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保護を開始したこと。また、処分庁は、請求人世帯に対する平成２１年
８月分及び同年９週分の保護費として月額１４９，８，４０円を、同年７
月３１日（８月分)'及び同年９月１日(９月分)に､各々支給したこと。
なお､請求入と■とは､平成２１年10月５日まで同居していたこと。

（２）請求人は、処分庁に対し、平成２１年１０月１６日付けで、同年７月
．.分から同年１℃月分までの請求人世帯の収入を申告書（｢以下「本件申告
書」というb」を提出することをもって申告したこと（以下「本件申告」
とい.う)。
また、本件申告書には、請求人が．「働いて得た収入」は次のとおり記

載されていたこと。なお､■■■の｢働いて得た収入｣及び｢その他の収
入｣については､記載されていなかったこと。・

収 入 必 要 経 費
７ 月 分 ； ４ ０ ， ５ ６ ０ 円 、 ０ 円

・ ８ 月 分 ３ ， ． ７ ４ ０ 円 ０ ． 円 ．
９ 月 分 、 ３ ４ ， ３ ２ ０ 円 ；０円・

， 当 月 分 （ 見 込 額 ） ２ ８ ， ０ ８ ０ 円 ０ 円
(3)処分庁は､平成21年１１月１２日に､■勤ら平成２１年７月〕及び
８月分の給与明細書を郵送により受領し、その概要は次のとおりであっ
たこと。なお、同明細書の内容について､同月１７日付けで処分庁が当…該就労先に照会した結果､相違なかったこと。
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就労先
就 労 月 給 与 額 ・ 所 得 税 ・ ． 支 給 日
７ 月 分 9 9 , ; O O ･ 0 円 7 . 1 0 円 平 成 2 1 年 ８ 月 1 5 日

《８月分１８７，９２６円 4 1 2 5 0 円 平成 2 1 年９月 1 5 日
(4)処分庁は､本件申告書に記載がなかった前記(3)■の'７月分及
び８月分の就労収入についても所得税分を控除した２８１，９６;6円を
法第７８条の規定に基づき費用徴収することとして、請求人に対し､本件処分を行い､平成21年12月11日付け■■■■■■■■■■で通知

、したこと。
(5)請求人は、平成２２年１月20日付けで､書面(以下｢本件審査請求書」
という｡)､をもって本件審査請求を提起したこと。
(6)､処分庁は､当審査庁に対し､平成22年２月26貝付けで､弁頭書を
提出したこと｡なお､同弁明書には､請求人が■■に収入があることを
知りながら、不正受給の意図から､あえて本件申告書に記入しなかつだ
と認定した旨及びその認定のための調査を行った旨記載されでいなかっ
たこと。また、同弁明書には、処分庁が請求人に対し法第７８条の規定
を適用した法的根拠として、法第10条に規定する世帯単位の原則及び
法第３１条第３項の規定により保護金品交付後の保護金品の処理に付い
ての責任は、世帯主が負うべきであると解すべきであるとの記載があっ
たこと。
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２ 判 断
（１）法のしくみ

保護の実施機関は、被保護者に収入未申告等の場合や保護の開始後に
資産・収入等があつ･たことが後日に判明した場合には、当然保護に要し
た費用の返還を求めなければならない。その際適用される法条は、法第
６３条と法第７８条とに大別.される。
このうち､法第７８条は､「不実の申請その他不正な手段により保護を

．受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都
道府県又は市町村の長は、その費用の全額または一部を、その者から徴
収することができる｡」と規定する。ここにいう「不実の申請その他不正
な手段j(以下「不実の申請等｣という｡)とはく積極的に虚構の事実を
申し立てることはもちろん《消極的に事実を隠蔽する､ことも含まれると.
解される。また、一般に法第７８条の規定ぱ不法行為に基づく損害賠
償請求(民法(明治２９年法律第８９号)第７０９条)的な性質を看ず
るものと解されていることから､個人主義が妥当するものと解される。
すなわち､保護の実施機関が法第７８条の規定により費用徴収を行うた
めには､あくまで当該処分の相手方において不正受給の意図(以下｢故意」
という。なお､故意には未必の故意を含む６以下同じ6)が認められるこ
とが法律要件になると解される。そして、費用徴収処分の相手方どなる
法第７８条に規定する「その者」どは、不実の申請等をした者が、被保
護者本人である場合はその本人、被保護者本人以外の者である場合はそ
の者及び不実の申請等に基づくものであることを知りながら保護費を受
給した被保護者をいうと解される｡・
他方、法第６３条は、本来は、保護の実施機関が受給者に資力がある
ことを認識しながら急迫した事由がある(法第４条第３項）として保護
費を支給した場合の事後調整としての費用返還義務を定めたものであ
る。もっとも、同条に基づく返還請求の法的性質は､不当利得返還請求
(民法第７０３条､第704条）的なものであると解されるから､故意
の立証が困難で法第７８条の規定が適用できない場合には､法第６３条
の規定を適用することにより保護費の返還を求めることもできるど解
される。なお､_法第６．３条の適用場面においては､世帯単位の原則（法
第１．０条）が適用になると解される．.(大阪地方裁判所平成２０年１２月
１０日判決参照)。
要するに、例えば、被保護者から不実の収入申告（収入の隠蔽）が行
われ、当該被保護者に対して過分に保護費が支給された場合<保護の実
施機関が保護費の返還処分を行うための法条は､不実の収入申告を行っ
た被保護者に不正受給の意図（故意).が認めら･れる場合には法第７８条
が適用になり、故意が認められない場合には法第６３条が適用になる｡
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(2) .本件処分について．・
アこれを本件処分についてみると、前記認定事実（､１）のとおり、請
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求人とl■は同一世帯であり､また､処分庁は､請求人世帯に対し、･平成２１年８月分及び同年９月分の保護費として月額１４９，８４０
円を、同年７月３１日（８月分）及び同年９月･１日（９月分）に、各々支給した事実が認められる｡一方《前記認定事実(3)のとおり､■
■ま､就労収入として､平成21年８月１５日に99,000円(所
得税込）及び同年９月１５日に１８７，９２６円(所得税込）があっ、た事実が認められる。そう．すると､‘処分庁が請求人世帯に対し支給し
た上記の平成２１年８月分及び９月分の保護費は過分であったもの
と認められる。．
ところが､請求人は、前記認定事実（２）.のとおり、請求人が行った本件申告書I⑱上記就労収入を記載しておらず､本件申告は客

観的には不実な収入申告であったものと認められる｡
したがって、請求人は、この不実な本件申告により保護費を不正受

給する意図(故意）が認められる場合には法第７８条の規定の適用に
より、また､故意が認められない場合には法第６３条の規定の適用に
より、過分に受領した保護費の返還義務を負う。
イそしで､請求人は､前記審査請求２塁由において､時､硫労研修中は無報酬である旨説明を受け､毎蹴労収入を得ていた事実を
認識していなかったことから、本件申告が不実であるとは思っておら
ず､故意はなかった旨主張しているものと解される。
この点、そもそも請求人の故意についての証明責任は処分庁側にあ

るが､請求人の故意が推定される場合には、積極的に証明する必要はない｡そして､請求人僻は､前記認定事実(')のとおり､本
件申告の直前まで同居していた事実が認められるから､請求人1句
に就労収入があることを知っていた可能性はありうる．
舅 ｂ

しかし、一方
年ではなく､社
収入の有無等に

成§ 蕊 蕊 篭 霧�w
�z

�{

‘したがって、請求人の故意は推定されない。
そこで、処分庁は、請求人の故意を認めるに足りる資料を当審査庁

に提出して、請求人の故意を証明しなければならないことになる。
、ところが、この点に関し処分庁は､前記認定事実（６）のとおり、
世帯単位の原則により請求人は法第７８条の責任を負うべきであるとゞ主張するのみで､請求人力■こ収入があることを紬ていたか否
かにつき調査を実施した事実は認められず、請求人の故意を認めるに
足り.る資料を当審査庁に提出していない。
：したがづて、請求人に故意を認めることはできない。
ウよって、請求人の故意は認められず、請求人に対し､法７８条の規
定を適用して保護費の徴収処分を行うことは法律要件欠如の違法が
あり、本件処分は取消しを免れない。
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３．結論
以上のとおり、本件審査請求は理由があるから、行政不服審査法４０

条第３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する｡

平成２４年４月 ９日
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